
入札公告 

 

下記の業務について、条件付一般競争入札を実施するので、次のとおり公告する。 

 

令和３年７月７日 

佐賀西部広域水道企業団 企業長 

 

１． 業務概要 

（1）委託番号 浄水委託R3第19号 

（2）委託業務名 水道施設台帳作成業務委託 

（3）履行場所 佐賀西部広域水道企業団 管内一円 

（4）業務概要 

水道施設台帳を整備するものであり、設備機器等のデ

ータ収集、整理及びデータ入力並びに一般図及び施設

平面図等の作成を行うもの 

（5）履行期間 契約締結日から令和４年３月１５日まで 

（6）予定価格(税抜き) 事後公表 

（7）最低制限価格 無し 

     

２． 発注方式 

この業務は、単体企業による施行とする。 

 

３． 入札方法 

入札書を紙媒体により直接持参または指定の郵送により行うものとする。ただし、郵

送方法は、一般書留又は簡易書留とする。 

 

４． 参加資格要件 

本業務の入札に参加する者は、次の各号に掲げる要件のすべてを満たす「単体企業」

とする。 

① 佐賀西部広域水道企業団競争入札参加資格を有していること。 

② 地方自治法施行令（昭和22年政令第16号）第167条の4の規定に該当しない者であ

ること。 

③ 建設コンサルタント登録規程による上水道及び工業用水道部門の登録を受けてい

る者であること。 

④ 佐賀県内に、本店又は入札契約等の権限を委任された支店・営業所を有する者で

あること。 

⑤ 当該業務において適正と認められる技術士法に基づく技術士の資格を有する者又

は建設コンサルタント登録規程第３条第１号ロの認定を受けた者を管理技術者とし

て配置できること。（上水道及び工業用水道部門） 

⑥ 入札参加申請書の提出日において、佐賀西部広域水道企業団建設工事等請負･委託



契約に係る指名停止等の措置要領による指名停止を受けていない者であること。 

⑦ 佐賀西部広域水道企業団建設工事等請負･委託契約に係る指名停止等の措置要領に

よる指名停止を当該業務の入札参加申請書提出期限日から開札の日までの間、受け

ていない者であること。 

⑧ 入札の日以前６か月以内に金融機関等において、不渡り手形等を出していない者

であること。 

⑨ 佐賀県暴力団排除条例（平成23年佐賀県条例第28号）第２条第４号に規定する暴

力団等でないこと。 

⑩ 会社更生法（平成14年法律第154号）の規定による更生手続開始の申立て又は民事

再生法（平成11年法律第225号）の規定による再生手続開始の申立てがなされてい

ない者であること。ただし、更生又は再生計画の認可が決定されたもので、入札参

加資格審査申請書を再度提出し、当該業務の業種に係る入札参加資格の再決定を受

けた者を除く。 

⑪ 当該業務の他の入札参加資格者と、資本若しくは人事面において強い関連がある

者でないこと。この場合における「資本若しくは人事面において強い関連がある

者」とは、次のいずれかに該当する者とする。 

ア 法人税法施行令第４条第２項及び第４項に該当する者（会社） 

イ 一方の会社の役員が、他の会社の役員を現に兼ねている会社 

ウ 一方の会社の役員の配偶者及び親子関係にある者が、現に他の会社の役員の職

にある会社 

 

５．入札参加申請書及び入札書の提出 

参加を希望する者は、次により申請すること。 

（1）提出書類及び提出部数 

① 入札参加申請書  1部 

② 入札書      1部 

③ 業務費内訳書   1部 

④ 誓約書      1部 

（2）受付期間  

令和３年７月８日から令和３年７月２６日まで（閉庁日を除く。）の午前９時から

午後５時まで。 

（3）提出方法  

総務課に持参又は郵送すること。なお、郵送の場合は、令和３年７月２６日の午後

５時必着のこと。 

 

６．設計図書等の交付期間及び場所 

（1）交付期間 

令和３年７月７日 午前９時 から 令和３年７月２６日 午後５時まで 

（2）場所 

佐賀西部広域水道企業団ホームページからダウンロードするものとする。 

（3）設計図書等に関する質問がある場合には、「質疑及び回答書」にて書面又は電子メ

ールにより提出すること。なお、質問に対する回答は、佐賀西部広域水道企業団ホー

ムページに掲載する。 



提出先 佐賀西部広域水道企業団 総務課 

E-mail info@sagaseibu-suidou.or.jp 

質問期間 公告した日から令和３年７月１６日 午後５時まで 

 

７．開札の日時等 

（1）開札日時 

令和３年７月２７日 午前１０時 

（2）開札場所 

佐賀西部広域水道企業団 2階 大会議室 

 

８．入札参加不適格を決定した者に対する理由の説明 

入札参加不適格を決定された者は、入札参加できないと決定された理由について説明

を求めることができる。 

入札参加不適格を決定された理由の説明を求める場合には、令和３年８月３日までに

説明請求書（様式第３号）を提出して行わなければならない。 

書面は持参するものとし、郵送等又は電送によるものは受け付けない。書面の提出先

は、佐賀西部広域水道企業団 総務課とする。 

説明を求められたときは、説明を求めた者に対し説明を求めた日から５日以内に書面

により回答する。 

 

９．その他 

この公告に定めるものの外、佐賀西部広域水道企業団契約事務規程、佐賀西部広域水

道企業団建設関連業務事後審査型条件付一般競争入札実施要領及び入札心得の規定に従

う。 

 

１０．問い合わせ先 

〒849-0201 

佐賀県佐賀市久保田町大字徳万1869 

 佐賀西部広域水道企業団 

入札・契約担当  総務課 

 業務担当     浄水課 

電話 0952－68－3181 

FAX  0952－68－3583 

E-mail info@sagaseibu-suidou.or.jp 

mailto:info@sagaseibu-suidou.or.jp

